
第２４回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和５年２月２１日（火曜）     午前９時３０分 開会 

休 憩 9:40-41 

午前９時５３分 閉会 

会議場所  役場３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  中村 和宏 委 員 渡辺洋一郎  

副委員長 正村紀美子 委 員 橋本 和仁  

委 員  鈴木 健充 委 員 常通 直人  

委 員  中田智惠子  議 長 早 苗  豊 

欠席委員  

氏   名 

    

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 佐藤 史彦 総務係主査 上田瑞紀 

『会議に付した事件と会議結果など』 

 

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 

 

２ 議  件 

（１）調査事項 

ア 令和４年芽室町議会定例会３月定例会議の運営について     資料１ 

イ 議会だより３月号の編集について             当日資料２ 

ウ Ｒ５外部評価の基本的な考え方について            資料３ 

エ Ｒ４議会報告と町民との意見交換会総括報告書の編集について  資料４ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

（２）その他 

                                        

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 令和４年芽室町議会定例会３月定例会議の運営について  資料１ 

・総務課長：資料1-1説明。 

・正村委員：資料1-2説明。 

・委員長：資料1-1について質疑はないか？ 

・（質疑なし） 



・委員長：資料1-2について質疑はないか？ 

・正村委員：資料１の「２」～「６」説明。 

・委員長：資料１の「２」～「６」について質疑は？ 

・（質疑なし） 

・委員長：説明内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認め、提案通りで決定する。 

 

イ 議会だより３月号について  当日資料２ 

・渡辺委員：資料説明（３月３日校了。当初予定の４ページ編集を掲載記事の増量に

伴い８ページに変更。） 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：提案内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：提案通り決定とする。 

 

ウ Ｒ５外部評価の基本的な考え方について  資料３ 

・正村委員：資料説明（事業目標、これまでの経過と課題、Ｒ５実施事業のポイント

等） 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・渡辺委員：Ｒ５に向けた整理として提案通りで可と考える。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：提案どおり決定し、３月の全員協議会（３月１０日予定）で共通認識を図

る。 

 

エ Ｒ４議会報告と町民との意見交換会総括報告書の編集について  資料４ 

・事務局長：総括報告書の編集要領（令和４年４月議運決定事項）及び現時点での総

括報告書案。本日、この後の全員協議会で全議員に情報共有する。３月定例会議最

終日に議運委員長から報告する予定。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・鈴木委員：整理され見やすい体裁であり、提案通りで可と考える。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：提案どおり決定し、本日、この後の全員協議会で共通認識を図る。 

 



３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・委員長：正副一任 

（２）その他 

 ・委員長：「その他」で各委員からないか？  

・（なし） 

・委員長：議長からないか？ 

 ・（なし） 

・委員長：事務局からないか？ 

・総務係主査：１点、お諮りいただきたい。「その他資料１」のとおり、上美生中学

校から議長宛に議員１名の派遣要請があった。要旨としては、昨年度に引き続き

「めむろ未来学」の講師依頼である。昨年度は芽室中学校２年生を対象に、芽室で

生まれ芽室中学校出身という条件で常通直人副議長を派遣し、今年度は地元（上

美生）出身という条件での依頼である。議長の専決事項ではあるが、この条件を満

たす議員として、梶沢幸治議員の派遣をお諮りいただきたい。 

  ・委員長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明どおり決定とする。 

・総務係長：もう１点、情報共有する。「芽室町議会の個人情報の保護に関する条例

施行規程案について」説明する。前回（第２３回：２月１０日）の議運で、決定し

た条例案について、具体事項を規定する施行規程を情報共有する。事務手順とし

ては条例可決後に議長決裁によるものであることを申し添える。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：他にないか？ 

・（なし） 

                      以上をもって委員会を閉会する。 

 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和５年２月２１日 

議会運営委員会委員長 中 村 和 宏 

 

 


